
新潟市骨粗鬆症医科歯科診療連携マニュアル 

 

 

 

目  的  

医科歯科の連携による骨粗鬆症治療、歯科治療の健全化 

１．医師、歯科医師の顎骨壊死について正しい理解 

２．顎骨壊死について患者さん、地域住民への啓発 

３．口腔健康管理（口腔ケア）の普及 

４．薬剤関連顎骨壊死の予防 

５．骨粗鬆症治療の円滑化 

 

基本原則 

１．抜歯が必要な場合は休薬を待たずに抜歯可能 

２．ビス剤及びデノスマブ投与開始前に、積極的な口腔ケアを考慮すべき 

 

 

連携の実際 

医科から歯科への情報提供する場合 

① 歯の痛み、抜けそうな歯、があるが歯科未治療の患者 

② 骨粗鬆症治療中で、抜歯を申し出ている患者 

③ 歯周病の疑いが強い患者 

 （別紙「歯周病セルフチェック」、 

  もしくは https://www.8020zaidan.or.jp/trouble/shisyu.htmlを参照） 

 

歯科から医科への情報提供を依頼する場合 

① 歯科治療中で顎骨壊死の疑いまたはリスクの高い患者 

② 抜歯をする患者で骨粗鬆症治療中 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


